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  鳥取市 SDGs プロモーション情報発信業務仕様書 

 

 

１ 委託事業の概要 

（１）委託事業名 

鳥取市 SDGs プロモーション情報発信運営業務 

（２）委託期間 

契約締結日から令和８年 3 月３１日までの間において受託者との協議により決定した期間 

（３）委託事業の目的 

鳥取市は、令和３年５月に SDGs の達成に向けた、優れた取り組み、提案を行う自治体として

「SDGs 未来都市」に選定され、SDGs 未来都市として目指すゴールへ向けて、市民、企業、団

体等の多様なステークホルダーと連携・協働しながら、「エネルギーの地産地消」、「企業による

農業参入の推進」、「新たなワーケーションプログラムの創出支援」などに取り組んできた。 

この度は、広く情報発信することにより、「SDGs」及び「鳥取市 SDGs 未来都市計画」の認知

度を向上させ、関係人口の創出を図ることを目的とする。鳥取市にゆかりのある人々や企業をタ

ーゲットとし、本計画の取り組み周知に繋げるため、動画の作成等プロモーション情報発信業務

についてプロポーザル方式により委託業者の選定を行うもの。 

（４）実施場所 

   主に鳥取市内 

（５）委託事業の内容 

本事業の実施にあたっては、「鳥取市第２期 SDGs 未来都市計画（2024～2026）」を熟読し、

（３）に掲げる業務の目的を実現できるよう事業全体に工夫を凝らし、運営すること。また、以

下に挙げる委託事業の内容についてはあくまでも一例のため、提案内容についてはこれに限ら

ない。本業務についての独自の提案があれば併せて記載すること。 

（ア）SNS や動画配信サービス等を活用したプロモーション業務 

SNS や動画配信サービス等を活用し、「SDGs」及び「鳥取市 SDGs 未来都市計画」について発

信を行い、鳥取市にゆかりのある人々や企業に魅力を伝え、本計画の認知度向上に繋がる効果的

なプロモーションを行うこと。 

（イ）イベント開催業務 

鳥取市にゆかりのある人々や企業をターゲットにし「SDGs」及び「鳥取市 SDGs 未来都市計画」

の認知度を向上させていくためのイベントを開催すること。開催方法はリアル開催を基本とす

るが、オンライン配信を併用したハイブリッド開催も可とする。なお開催日時等詳細は、発注者

と協議のうえ決定すること。 

 （ウ）その他 

「SDGs」及び「鳥取市 SDGs 未来都市計画」の認知度向上に繋がる効果的なプロモーションを

行うこと。その際、鳥取市にゆかりのある人々や企業をターゲットとすること。 

（６）契約上限額 

金３，０００千円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を上限とする。 
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（７）対象となる経費 

動画の作成に要する経費、イベントの開催に要する経費、旅費交通費、その他市が事業実施の

ために必要と認めた経費 

※ 本事業にのみ使用したことが特定、確認できる経費のみを対象とする。 

※ 市との契約日以降に発生し、契約期間中にすべての支払が完了する経費であり、証憑書類等

によって支払金額及び日時等が確認できるもの 

 

２ 実績報告 

本事業の実績報告については、事業終了後から３０日が経過する日までに実績報告書（便宜様式）

により行うこととする。 

 

３ 検査 

受託者は、本事業を完了したときは、速やかに市に報告するものとし、完了検査を受けるものと

する。検査に合格しないときは、速やかに受託者の責任において市の指定する期日までに修正又は

補足その他の処置を執るものとし、これに必要な経費は受託者の負担とする。 

 

４ 個人情報の保護 

受託者は、本事業を遂行するための個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」

（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

また、受託者は、市の承認を受けて第三者に本事業の一部を再委託する場合は、当該受託者に対

して特記事項を遵守させなければならない。 

 

５ 委託料の支払い 

  委託料は、原則として事業完了後に支払うこととするが、事業執行に要する手元資金不足等の理

由により、事業完了前に概算払することが必要となる場合については、別に市と受託者とで協議す

るものとする。 

 

６ 調査等 

  市は、必要があると認めるときは、受託者に対して本事業の進捗状況について調査し、又は報告

を求めることができる。この場合において、受託者はこれに従わなければならない。 

 

７ 合意管轄裁判所 

  本事業に係る訴訟の提訴及び調停の申立については、鳥取市を管轄とする裁判所をもって合意管

轄裁判所とする。 

 

８ その他留意事項等 

（１）事業の遂行 

・ 法令、市の条例、規則等を遵守し、市の立場に立って事業を遂行すること。 

・ 事務局を開設し、事業運営を総括すること。また、市との窓口は事務局とし、常に連絡が可能

なスタッフを配置するなど、適正かつ確実な事業執行体制を作ること。 

・ 物品や役務の調達等に当たっては、市内事業者に発注するよう努めること。 
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・ 受託者は、市の承認を得ないで事業の再委託をしてはならない。ただし、書面により事前に市

の承諾を得た場合に限り、本契約に基づく委託事業の一部を第三者に対し再委託することがで

きる。 

・ 事業を通じて収集したデータ等については、適切に管理すること。 

・ 事業への費用配分は適切に行うこと。 

（２）不正等の防止 

・ 提出書類等の申請内容において虚偽の記載がなされた場合は、該当事業者を失格とする。 

契約締結後にあっては、契約締結を取り消すことがある。 

・ 事業の不履行や事業費の不正受領（目的外使用含む。）、その他の不正行為が認められた場合は

契約締結の取消し、事業費の支払停止・返金を求めるとともに、事業者の名称、不正内容につ

いての公表を行う等、厳正な対処を行う。加えて、上記の行為を含む事業者の責めに帰すべき

事由により損害が生じたときは、当該損害（紛争解決に要した弁護士費用及び人件費並びに逸

失利益を含む。）の賠償を請求することがある。 

・ 契約時における仕様書の内容と実際の事業内容が大きく異なる場合は、当該事業に係る経費の

一部又はすべてを対象経費として認めないことがある。 

（３）その他 

・ 事業者の責めに帰すべき事由により事業を中止する場合、中止に係るキャンセル料や手数料等 

は事業の対象経費に算入しないものとする。 

・ 本事業における成果品及び作成した資料の所有権及び著作権はすべて市に帰属するものとする。 

・ 本事業の遂行に当たり必要となる資料及びデータの提供は、妥当と判断する範囲内で提供する。 

なお、所定の手続きをもって受託者に無償で貸与するものとするが、事業完了後には速やかに市

に返却すること。また、市が提供する資料及びデータは市の許可なく第三者に流布してはならな

い。 

・ 事故が発生したときには、その理由にかかわらず、直ちにその状況、処理対策等を市に報告し、 

応急措置を加えた後、書面により報告を行うこと。 

・ 受託者は、本事業によって知り得た情報等を本事業においてのみ使用することとし、これらを

他の目的に使用し、又は他のものに漏洩してはならない。本事業の契約が終了し、又は解除さ

れた後においても同様とする。 

・ 事業に関する内容については、本仕様書によるほか、受託者の提案内容に従い、契約後の詳細

な打合せにより、市及び受託者双方合意の上、決定するものとする。 

・ 受託者は、事業において打合せ及びヒアリング等を実施した場合は、速やかに議事録を作成し

市へ提出すること。 

・ 本仕様書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、市と受託者とが協議して定める

ものとし、受託者が議事録を作成して提出すること。 

・ 受託者は、委託料の対象となる経費の支出状況等が分かる帳簿類を整備するものとし、事業を

完了し、又は中止し、若しくは廃止した日の属する年度の終了後、５年間これを保存しておか

なければならない。 

 

鳥取市経済観光部スマートエネルギータウン推進室 作成 
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別記 個人情報取扱特記事項 
 
（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報

の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱

わなければならない。 
 

（秘密の保持） 
第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
 

（使用者への周知） 
第３ 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して

知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、

個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 
 

（適正な管理） 
第４ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他

の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 
 

（収集の制限） 
第５ 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理

するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 
 

（目的外利用及び第三者への提供の禁止） 
第６ 乙は、委託業務を履行するにあたって知り得た情報を、甲の書面による事前の承諾を得る

ことなく委託業務を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。 
 
（複製及び持ち出しの禁止） 

第７ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から

貸与された個人情報が記録された資料等を複製（複写を含む。）し、又は甲の指定する場所以

外に持ち出して使用してはならない。 
 

（再委託の禁止） 
第８ 乙は、委託業務を遂行するために得た個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者（第三者

が乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をい

う。）である場合も含む。）に取り扱わせてはならない。ただし、甲の書面による事前の承諾を

得た場合は、この限りではない。 
２ 乙は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託（請負その他これ

に類する行為を含む。以下「再委託」という。）する場合、当該再委託を受ける者（以下「再

委託先」という。）に対し、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 
３ 乙は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約（以

下「再委託契約」という。）の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 
４ 乙は、第２項の再委託を行う場合、再委託契約において、再委託先が委託契約約款及び特記

事項を遵守するために必要な事項その他甲が指示する事項を規定するとともに、再委託契約

先に対する必要かつ適切な監督、個人情報に関する適正な取扱い及び管理について、具体的に

規定しなければならない。 
５ 乙は、第２項の再委託を行った場合、再委託先による当該業務の履行を監督するとともに、

甲の求めに応じて、履行の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 



- 5 - 

 

６ 乙は、再委託先に対し、甲の書面による事前の承諾なくして、個人情報をさらなる委託（請

負その他これに類する行為を含む。以下「再々委託」という。）により第三者（以下「再々委

託先」という。）に取り扱わせることを禁止し、その旨を再委託先と約定しなければならない。 
７ 第１項から前項までの規定は、前項の規定による甲の承諾を得て個人情報を取り扱う業務

を再々委託する場合について準用する。 
 

（資料等の返還等） 
第９ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは

作成した個人情報が記録された資料等について、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引

き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 
 
（報告及び検査） 
第１０ 甲は、必要があると認めるとき又はこの契約が終了したときは、乙に対し、委託業務に

係る個人情報の取扱い及び管理の状況について報告を求め、又はその検査をすることができ

る。 
２ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、委託業務を行う場所及び個人情報を保管する

施設その他情報を取り扱う場所で検査することができる。 
３ 乙は、甲から前２項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。 
 

（事故発生時における報告） 
第１１ 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他この個人情報取扱特記事項に違反する事態

が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従う

ものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
 

（契約の解除及び損害賠償） 
第１２ 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び

損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 


